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（新設） ト 看護体制強化加算 300単位

注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、

医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した

場合は、１月につき所定単位数を加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

訪問看護費における看護体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 算定日が属する月の前三月において、指定訪問看護事業所（指

定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事

業所をいう。以下同じにおける利用者の総数のうち、緊急時訪

問看護加算（指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費

の注10に係る加算をいうを算定した利用者の占める割合が百分

の五十以上であること。

ロ 算定日が属する月の前三月において、指定訪問看護事業所にお

ける利用者の総数のうち、特別管理加算（指定居宅サービス介護

給付費単位数表の訪問看護費の注11に係る加算をいうを算定し

た利用者の占める割合が百分の三十以上であること。

ハ 算定日が属する月の前十二月において、指定訪問看護事業所に

おけるターミナルケア加算（指定居宅サービス介護給付費単位数

表の訪問看護費の注12に係る加算をいうを算定した利用者が一

名以上であること。

ト サービス提供体制強化加算 チ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定 府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定

訪問看護を行った場合は、イ及びロについては１回につき６単位 訪問看護を行った場合は、イ及びロについては１回につき６単位

を、ハについては１月につき50単位を所定単位数に加算する。 を、ハについては１月につき50単位を所定単位数に加算する。

４ 訪問リハビリテーション費 ４ 訪問リハビリテーション費

イ 訪問リハビリテーション費（１回につき） 307単位 イ 訪問リハビリテーション費（１回につき） 302単位

注１ 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション 注１ 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション

事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この号 事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な

において「理学療法士等」というが、計画的な医学的管理を 医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビ

行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーション リテーションを行った場合に算定する。
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を行った場合に算定する。

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問リハ ２ 指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の

ビリテーション事業所において、当該指定訪問リハビリテーシ 敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビ

ョン事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対 リテーション事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問

し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、所定単位数 リハビリテーション事業所における一月当たりの利用者が同一

の100分の90に相当する単位数を算定する。 の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問リハ

ビリテーションを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当

する単位数を算定する。

３ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が、別に ３ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法

厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通 士又は言語聴覚士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住し

常の事業の実施地域（指定居宅サービス基準第82条第５号に規 ている利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定居宅サー

定する通常の事業の実施地域をいうを越えて、指定訪問リハ ビス基準第82条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう

ビリテーションを行った場合は、１回につき所定単位数の100 を越えて、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１

分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 回につき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位

数に加算する。

４ 利用者に対して、集中的に指定訪問リハビリテーションを ４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、 道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、

次に掲げる区分に応じ、１日につき次に掲げる単位数を所定単 利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因

位数に加算する。 となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療

イ 利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因とな 所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日（以下「退

った疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若し 院（所）日」という又は法第19条第１項に規定する要介護認

くは診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した 定（以下「要介護認定」というの効力が生じた日（当該利用

日（以下「退院（所）日」という又は法第19条第１項に規 者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認

定する要介護認定（以下「要介護認定」というの効力が生 定日」というから起算して３月以内の期間に、リハビリテー

じた日（当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場 ションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション

合に限る。以下「認定日」というから起算して１月以内の 実施加算として、１日につき200単位を所定単位数に加算する。

期間に行われた場合 340単位

ロ 退院（所）日又は認定日から起算して１月を超え３月以内 ※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

の期間に行われた場合 200単位 訪問リハビリテーション費における短期集中リハビリテーション実

施加算の基準

訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメ

ント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ) を算定していること。

５ 理学療法士等及び指定訪問介護事業所のサービス提供責任者 ５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

が、指定訪問介護及び指定訪問リハビリテーションの利用者の 道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の理
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居宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行 学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、

い、かつ、当該理学療法士等がサービス提供責任者に対して、 継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリ

訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場 テーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、

合に、３月に１回を限度として300単位を所定単位数に加算す １月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

る。 次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。

イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 60単位

ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 150単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメン

ト加算の基準

イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のい

ずれにも適合すること。

⑴ 訪問リハビリテーション計画（指定居宅サービス等基準第八

十一条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画をいう。

以下同じの進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計

画を見直していること。

⑵ 指定訪問リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基

準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事

業所をいう。以下同じの理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が、介護支援専門員（法第七条第五項に規定する介護支援

専門員をいう。以下同じを通じて、指定訪問介護の事業その

他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リ

ハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工

夫等の情報を伝達していること。

ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のい

ずれにも適合すること。

⑴ リハビリテーション会議（指定居宅サービス等基準第八十条

第五号に規定するリハビリテーション会議をいう。以下同じ

を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用

者の状況等に関する情報を構成員（同号に規定する構成員をい

う。以下同じと共有し、当該リハビリテーション会議の内容

を記録すること。

⑵ 訪問リハビリテーション計画について、医師が利用者又はそ
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の家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

⑶ 三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者

の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直して

いること。

⑷ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーシ

ョンに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立の

ために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提

供を行うこと。

⑸ 以下のいずれかに適合すること。

㈠ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画（法第八条第二十

三項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じに位置

付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当

する事業に係る従業者と指定訪問リハビリテーション（指定

居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリ

テーションをいう。以下同じの利用者の居宅を訪問し、当

該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地

から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関

する助言を行うこと。

㈡ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーションの利用

者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに

関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常

生活上の留意点に関する助言を行うこと。

⑹ ⑴から⑸までに適合することを確認し、記録すること。

６ 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の ６ 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の

医師（介護老人保健施設の医師を除くが、当該者が急性増悪 医師（介護老人保健施設の医師を除くが、当該者が急性増悪

等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要が 等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要が

ある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間 ある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間

に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。 に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。

７ 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定 ７ 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定

施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着 施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着

型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施 型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施
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設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション 設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション

費は、算定しない。 費は、算定しない。

（新設） ロ 社会参加支援加算 17単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、リハ

ビリテーションを行い、利用者の社会参加等を支援した場合は、

社会参加支援加算として、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定

める期間をいうの末日が属する年度の次の年度内に限り、１日

につき所定単位数を加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

訪問リハビリテーション費における社会参加支援加算の基準

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を

終了した者（以下「訪問リハビリテーション終了者」という

のうち、指定通所介護（指定居宅サービス等基準第九十二条に

規定する指定通所介護をいう。以下同じ、指定通所リハビリ

テーション（指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定

通所リハビリテーションをいう。以下同じ、指定認知症対応

型通所介護（指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定す

る指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ、法第百十五

条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業その他社

会参加に資する取組（以下「指定通所介護等」というを実施

した者の占める割合が、百分の五を超えていること。

⑵ 評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了

した日から起算して十四日以降四十四日以内に、指定訪問リハ

ビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、その居宅を訪

問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する

情報提供を受けること（以下「居宅訪問等」というにより、

当該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施

が、居宅訪問等をした日から起算して、三月以上継続する見込

みであることを確認し、記録していること。

ロ 十二月を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利

用月数で除して得た数が百分の二十五以上であること。
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※ 厚生労働大臣が定める期間の内容は次のとおり。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費

のロの注の厚生労働大臣が定める期間

社会参加支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月

から十二月までの期間

ロ サービス提供体制強化加算 ６単位 ハ サービス提供体制強化加算 ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用 府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用

者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回に 者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回に

つき所定単位数を加算する。 つき所定単位数を加算する。

５ 居宅療養管理指導費 ５ 居宅療養管理指導費

イ 医師が行う場合 イ 医師が行う場合

⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ) ⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)

㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ) ⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)

㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 292単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 292単位

㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 262単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 262単位

注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建 注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建

物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所 物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所

（指定居宅サービス基準第85条第１項に規定する指定居宅療養 （指定居宅サービス基準第85条第１項に規定する指定居宅療養

管理指導事業所をいう。以下同じの医師が同一日に訪問診療、 管理指導事業所をいう。以下同じの医師が同一日に訪問診療、

往診又は指定居宅療養管理指導（指定居宅サービス基準第84条 往診又は指定居宅療養管理指導（指定居宅サービス基準第84条

に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じを行う場 に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じを行う場

合の当該利用者（以下この注１において「同一建物居住者」と 合の当該利用者（以下この注１において「同一建物居住者」と

いうを除くであって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び いうを除くであって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び

⑵㈡については在宅の利用者（同一建物居住者に限るであっ ⑵㈡については在宅の利用者（同一建物居住者に限るであっ

て通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業 て通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業

所の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続 所の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続

的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービ 的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービ

ス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うも ス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うも

のに限る。以下同じ並びに利用者又はその家族等に対する居 のに限る。以下同じ並びに利用者又はその家族等に対する居




